
No.

課外活動団体のみ利用可能

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

2026/3/31

１．利用可能な日時

備考
土足厳禁

土足厳禁

利用可能日

A・B

A・B

A・B

10:50～12:20

12:20～13:10

13:10～14:40

14:50～16:20

16:20～18:00

A
教育支援課受付

1

2

昼

3

4

5

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

秋学期
月 火

卓球、バドミントン、ダンス、
縄跳び
野球、ソフトボール、サッカー、
フリスビー
野球、ソフトボール、サッカー、
フリスビー

水 木 金

春学期

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

B
体育館受付

A
教育支援課受付

月 火 水 木 金
9:10～10:40

A
教育支援課受付

B
体育館受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

2026年度 学内体育施設の学生個人利用について

授業実施日（月～金）における以下の曜日・時限で利用可能です。
ただし、授業等で使用されている場合、授業や大学の予定が優先されるため利用できないこと
があります。

4 14:50～16:20
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付

A
教育支援課受付

3 13:10～14:40
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付

昼 12:20～13:10

A
教育支援課受付

B
体育館受付

A
教育支援課受付

B
体育館受付

A
教育支援課受付

10:50～12:20

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

B
体育館受付

A
教育支援課受付

A
教育支援課受付

2

1 9:10～10:40
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
B

体育館受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付
B

体育館受付
A

教育支援課受付
A

教育支援課受付

B

活動できる種目 例
バスケットボール、バレーボール、
バドミントン、フットサル、縄跳び

A
教育支援課受付

5 16:20～18:00 課外活動団体のみ利用

２．利用可能な施設

1

施設

大アリーナ（体育館１階）

小アリーナ（体育館２階）

グラウンド

テニスコート

2

3

4



No.

【利用前】

【利用中】

【利用後】

・受付終了時間は16:30です。必ず時間内に終了報告をしてください。
・上記の利用可能な日時以外の体育施設および用具の利用は禁止です。
・当該時限に授業で使用している施設は利用できません。
　※用具を借りない場合も、必ず受付が必要です
・用途に適した運動靴を着用してください。
・本学の学生以外は利用できません。

10

施設

バスケットボール

バレーボール

バドミントンラケット・シャトル・ネット

３．利用可能な用具

卓球ラケット・ボール・ネット

1

2

3 B

4

5

6

8

9

野球／ソフトボール用 グローブ・ボール

サッカーボール・ゴール

利用可能日

A・B

A・B

B

B

B

B

B

B

備考

バレーボール用ネットは
「B」のみ貸出可

7 フットサルボール・ゴール B

５．利用上の注意

以下①～③を順守して活動する。
　 ① 用途に適した運動靴（室内履き）を着用すること
　 ② 施設内では食事をしないこと
 　③ （屋内施設のみ）入口のドアは常時開放状態とすること

1 清掃（トンボがけやモップがけ）、復元、施錠、消灯を必ず行う。

2
16:30までに代表者が利用を終了したことを受付（A→教育支援課／B→体育館）で報告
し、学生証を受け取る。

４．利用方法

1

2

使用希望施設で授業等の活動が行われていないことを確認する。

代表者が受付（A→教育支援課／B→体育館）で学生証を渡し、管理表に必要事項を記入
する。※利用日当日に学生証を忘れた場合は使用できません。

1

テニスラケット・ボール

フリスビー・ドッヂビー

大縄跳び・ダブルダッチ・縄跳び


	学生個人利用（体育館）

